
管内の公共施設である公園や庁舎について、施設の維持管理を徹底し、

効果的かつ安心安全な市民の利用しやすい環境の整備に努めます。

項 目 管内施設の環境整備の徹底

内 容

【 今 年 度 】

公園(山村広場 佐賀農村公園） 年 回 草刈り及び庁舎等 緑
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平成２５年度［峰地域活性化センター］ 組織目標
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公園等緑地の草
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庁舎周囲の清掃
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取り組み ４月 ５月 ６月

指 標
（数値目標）

・公園(山村広場、佐賀農村公園）の年２回の草刈り及び庁舎等の緑
　地の草刈り、清掃等を随時行い環境整備に努めます。

【達成年度】

達 成 時 期


